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新型コロナウイルス感染症
ワクチンの接種について

問立山町ワクチン接種コールセンター　☎076-461-5340（平日９時～17時）

※�今後の国の方針やワクチンの
供給状況により変更する場合
があります。

注意

対象者

下記のいずれかに該当し、３回目の接種から５か月以上経過した方

　①接種日時点で60歳以上の方

　②18歳から60歳未満で基礎疾患を有する方やその他重症化リスクが高いと医師が認める方
※

使用するワクチン

ファイザー社ワクチン、武田／モデルナ社ワクチン

スケジュール（予定）

▶接種券の発送：６月下旬　　※�町が把握している接種対象となる方には、３回目接種から５か月経過

する方へ順次発送します。

▶予約受付開始：６月下旬　　※予約の受付は接種券が届いた方から順次行います。

　　　　　　　　　　　　　　　詳しい予約方法などは接種券に同封します。

▶接種開始：７月上旬　　　　※集団接種（次頁参照）、個別接種（詳細は接種券に同封します）

※基礎疾患を有する方の範囲

１．以下の病気や状態の方で、通院または入院している方

●慢性の呼吸器の病気　●慢性の心臓病（高血圧を含む）　●慢性の腎臓病

●慢性の肝臓病（肝硬変など）　●血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）

●インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病

●免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）

●ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている

●免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

●神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害など）

●染色体異常　●重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

●睡眠時無呼吸症候群

●�重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、

または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を

所持している場合）

２．基準（BMI30以上）を満たす肥満の方

　基礎疾患をお持ちの方が接種を受ける際に、基礎疾患があることや重症化リスクが高いことの証明書（診断書や障害者手帳など）は必要

ありません。ご自身が基礎疾患に該当するか、重症化リスクが高いかなどはかかりつけ病院などに事前にご相談ください。

　町では国の方針に基づき、下記の方を対象に、順次接種券を発送しご案内します。

追加接種（４回目接種）が始まります
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立山町民会館で集団接種を実施します
▶実施日（予定）：７月３日㈰、17日㈰、24日㈰

▶場所：立山町民会館１階

▶使用するワクチン：武田／モデルナ社

▶接種時間：午前の部：９時～12時　午後の部：14時～17時　※日程により左記時間と異なる場合があります。

※�上記の日程は４回目接種の方を対象としています。３回目接種を集団接種でご希望の方は町コールセンター

にお問い合わせください。

※接種を行う医師は指定できません。

※車いすをご用意しています。

18歳以上で基礎疾患があり、４回目接種をご希望の方はお申し出ください

　接種を希望する方は、「接種券発行申請書」をご提出ください。

　なお、初回接種（１・２回目接種）の際に既に基礎疾患について申請された方、令和４年４月１日時点で身

体障害者手帳（１・２級）、療育手帳（A・B）、精神障害者保健福祉手帳（１・２級）をお持ちの方及び自立支援医

療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する方で、３回目の接種から５か月経過する方には、接種券を

発送しますので、今回提出する必要はありません。

▶申請書・受付ボックス設置場所：役場１階正面入口、保健センター、立山町民会館正面玄関、町内医療機関

　※町コールセンターにご連絡いただければ申請書を郵送します。

▶申請締切：随時受付

集団接種の「おまかせ予約」の申請を受け付けます

　インターネットなどでの予約が困難な方向けに、町が集団接種の予約を代行する「おまかせ予約」を受け

付けます。詳しくは６月号と同時に配布されるチラシ、または下記のQRコードから電子フォームをご覧く

ださい。

▶申請書・受付ボックス設置場所：役場１階正面入口、保健センター、立山町民会館正面玄関

　※町コールセンターにご連絡いただければ申請書を郵送します。

▶申請締切：６月10日㈮

▼アクセスはこちら

※�４回目接種の実施に伴い、接種間隔が５か月に短縮される予定です（時期は未定です）。

３回目接種 初回（１・２回目） 小児接種

対象者
２回の新型コロナワクチン接種
を完了して６か月

※

経過した
12歳以上

12歳以上 ５～11歳

接種券の発送時期
２回目の接種から６か月

※

が
経過する約10日前

12歳誕生月の月末 ５歳誕生月の月末

予約方法 Webまたはコールセンター コールセンター Webまたはコールセンター

　接種対象者には接種可能な日が近づきましたら順次接種券を送付しています。予約方法など、詳しい詳細

は接種券同封の書類をご確認ください。

４回目接種以外の接種（３回目接種、初回接種、小児接種）について
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水道老朽管の更新の
進捗状況

　水道は、町民の皆さまの日常生活や産業活動を支える重要なインフラで、将来に渡り安定的な運営が求め

られます。近年、町内では、主要な管路で大規模な漏水が発生し、中には断水などの影響が長時間で広範囲

となる恐れがあるものもあります。

　このため、町では、令和元年度に策定した「水道管路の老朽管更新計画（令和元年度～令和10年度）」に基づき、

老朽管の緊急更新を進めており、その進捗状況についてお知らせします。

老朽管整備工事の進捗

　「水道管路の老朽管更新計画」策定前までは、下水道整備に併せて、毎年約２～３㎞の水道管の更新を行っ

てきましたが、令和元年度からは、国の補助制度などを活用し、町内の水道施設間を結ぶ管路や災害時の

避難所に接続する基幹管路について優先的に工事を行っています。令和３年度までの３年間で、距離延べ

約7.1km、事業費約７億1,000万円の工事を実施しています。

　今後も同計画に基づき、継続して更新工事を進めていきます。

※�令和３年度は、単価が高く管径が大きい老朽管の更新を実施したことから、更新した距離は短くなっています。

問水道課水道施設係／☎076-462-9961
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主な更新工事の状況

老朽管更新の財源

　老朽管の緊急更新にあたっては、国の補助金や町の一般会計からの出資債、企業債の追加発行によるほ

か、水道料金の見直し（15％増額）により財源を確保しています。水道料金の改定については、急激な増

加とならないように、令和２年度から２年間は10％の増額、令和４年度からは５％の増額とさせていただ

いているところです。

　水道事業は、使用者の皆さまの水道料金により支えられています。安全で安心な水道水を供給し続けて

いくため、ご理解とご協力をお願いします。
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▶�岩峅野調整池から向新庄配水池までの
送・配水管路の布設

▶�漏水発生が多い地区の重要な給水拠点に
通じる配水管路の布設

▶下水道工事に伴う配水管路の布設

▶�漏水発生が多い地区の下流に繋がる配水管路
の布設

岩峅野（令和２年10月実施）

上金剛寺（令和２年10月実施）

大窪（令和３年10月実施）

竹林（令和３年10月実施）

野沢（令和３年10月実施）
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町からのお知らせ

　５月12日、町民生委員・児童委員協議会（会長：蔵林誠）

が「民生委員・児童委員の日」活動強化週間に合わせて、

五百石駅前と岩峅寺駅前で、委員の活動や役割について

のＰＲ活動を実施しました。

　五百石駅前では、民生・

児童委員４人と舟橋町長が

活動に参加し、朝の通勤・

通学者らにあいさつをしな

がら、PRを行いました。

民生委員・児童委員のPR活動

五百石駅前でのPR活動

　４月29日、称名滝安全祈願式が称名平で執り行われ、

舟橋町長ら関係者11人が出席し、訪れる観光客や登山

客などの安全を祈りました。

　当日は、雪崩被害の影響により、称名滝に通じる遊歩

道の通行止めが続いていた

ため、駐車場までの開通と

なりましたが、訪れた観光

客らは、駐車場近くの展望

台から日本一の落差を誇る

称名滝を眺めて、その絶景

を楽しみました。

称名滝安全祈願式

テント内での神事

　４月24日、町元気交流ステーションで開催した「第３

回みんなでつくるワークショップ」に、20代から70代

の幅広い世代の方々が集まりました。参加者とスタッフ

の合計32人が５グループに分かれ、平面図を見ながら、

意見を交わしました。

　５月29日の第４回ワーク

ショップを「基本設計編」の

一区切りとして、７月にこれ

までの成果をまとめた「ワー

クショップお披露目会」の開

催を予定しています。

防災センター・児童館ワークショップを開催中

グループごとの発表

令和４年６月町議会定例会日程

問議会事務局　☎076-462-9984

本会議傍聴／どなたでも傍聴できます。
委員会傍聴／傍聴については、お問い合わせください。

期日 開会時刻 会議内容

６日㈪ 10時
▶本会議（提案理由の説明）
▶全員協議会

13日㈪ 10時
▶本会議
（一般質問・質疑、議案等の委員会付託）

14日㈫ ９時 ▶総務教育常任委員会

15日㈬ ９時 ▶産業厚生常任委員会

20日㈪ 13時半 ▶本会議（委員長報告、討論、採決）

春の叙勲 次の方々が春の叙勲で顕彰されましたので
ご紹介します。（順不同）

森川 政義さん
（東大森）

立山町消防団員とし
て40年以上にわたっ
て活動された。

瑞宝単光章

髙嶋 清光さん
（上瀬戸）

立山町議会議員を
６期24年間務められ
議長も経験された。

旭日双光章

釜土 美紀さん
（小又）

富山県里親会の会長
として、里親の支援
チームを作られた。

旭日双光章

野村 眞太郎さん
（女川新）

立山町消防に39年間
勤務し、火災や救急
などに携わった。

瑞宝双光章

島田 裕己さん
（大石原）

土地家屋調査士とし
て 39年間務められ
た。

黄綬褒章
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　４月28日、一般社団法人立山町観光協会の事務所が、

立山町役場から五百石駅前の駅前プラザ１階に移転しま

した。事務所には観光案内所の機能を持たせ、約20種

類のパンフレットなども設

置してあります。

　なお、秋ごろには、電動

アシスト付きマウンテンバ

イク（E-BIKE）のレンタルも

開始予定です。

町観光協会の事務所が移転

種類豊富なパンフレット

　４月25日、役場職員による緊急参集・避難所開錠訓

練が行われました。

　今回は、午後９時36分に、立山町内で震度５強の地

震が発生したという想定で

実施され、職員は役場への

参集や全15箇所の避難所開

錠など、それぞれの役割を

確認しながら、災害への心

構えを新たにしました。

夜間に緊急参集訓練などを実施

参集直後の役場大会議室

　空き家の中に多くの家財が残っており、その処分に

お金がかかるため、空き家の売却をためらう方もい

らっしゃると思います。

　そんな方にも空き家情報バンクへの登録をしていた

だけるよう、町では空き家情報バンクに登録し成約

した空き家を対象に、家財処分費用の３分の２（上限

20万円）を補助しています。

　空き家所有者の方は、空き家情報バン

クにぜひご登録いただき、この制度の活

用をご検討ください。

「空き家の家財処分費用を補助します」

＜空き家相談窓口＞
問美しいまちづくり推進室／☎076-461-5671

問企画政策課地域振興係／☎076-462-9980

知っているようで知らないことに手が届くコラム

空き家空き家 豆知識

▼町ＨＰ

Tax Information

税務課からのお知らせ
メールでのお問い合わせは
　　　　　　こちら▶▶▶

問税務課住民税係　☎076-462-9952

　令和３年分の所得にかかる所得証明書は、６月１日

㈬から発行することができます。必要な方は、本人確

認書類（運転免許証・マイナンバーカードなど）をお

持ちの上、税務課窓口へお越しください。

※�同一世帯の親族以外の方の場合、委任状（代理人選

任届）が必要です。

※�証明書は令和４年１月１日時点で住所がある市区町

村で発行しますので、ご確認ください。

【令和３年分所得証明について】

問魚津年金事務所　　☎0765-24-5153

　（音声ガイダンス後、２番を押してから２番を押してください）

問住民課住民係　　　☎076-462-9962

National Pension

国民年金だより
メールでのお問い合わせは
　　　　　　こちら▶▶▶

♦こんな時は役場で手続きが必要です♦

▶会社などを退職したとき

　�厚生年金などに加入していた方が、60歳になる前

に退職したとき

　※�扶養している配偶者（第３号被保険者）がいる場

合も、変更の手続きが必要です。

　【手続きに必要な書類】

　退職日を確認できる書類（例：離職票など）

▶配偶者の扶養でなくなったとき

　�所得の増加、離婚などによって配偶者の扶養（第

３号被保険者）でなくなったとき

　【手続きに必要な書類】

　扶養から外れた日がわかる書類

　（例：社会保険資格喪失連絡票など）

▶配偶者が65歳になったとき

　�厚生年金等に加入している配偶者が65歳になり、

扶養されている人が60歳未満のとき

　国民年金は、国内に住所がある20歳以上60歳未

満のすべての方に加入が義務付けられています。

【国民年金の手続きを忘れずに】

※�手続きには、上記書類のほかに①本人確認書類（運

転免許証など）②年金手帳（基礎年金番号通知書）

またはマイナンバーカード（通知カード）が必要です。
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立山町の

家計簿
費目 予算額 支出済額 執行率 繰越額

議会費 １億 1,996 万円 １億 1,745 万円 97.9％ －
総務費 29 億 　125 万円 22 億 9,849 万円 79.2％ 3,688 万円
民生費 42 億8,630 万円 37億 4,008 万円 87.3％ １億 4,150 万円
衛生費 ９億 9,498 万円 ７億 1,827 万円 72.2％ 8,494 万円
労働費 3,175 万円 3,174 万円 99.9％ －

農林水産業費 10 億 6,512 万円 ７億 4,042 万円 69.5％ 7,335 万円
商工費 ８億 4,511 万円 ７億 8,632 万円 93.0％ 1,371 万円
土木費 21 億 2,427 万円 15 億 8,999 万円 74.8％ ３億 4,408 万円
消防費 ３億 4,425 万円 ３億　 549 万円 88.7％ －
教育費 15億7,366 万円 11 億 3,182 万円 71.9％ 2,070 万円
公債費 15億 9,903 万円 15 億 9,800 万円 99.9％ －

災害復旧費等 １億 4,074 万円 743 万円 5.3％ 8,260 万円
合計 160億 2,642万円 130億 6,550万円 81.5％ ７億 9,776万円

一般会計　歳出一般会計　歳出

※一時借入金なし

地方債現在高
一般会計

90億 8,713 万円
特別会計

13億　931 万円
水道事業会計

16億5,461 万円

費目 予算額 収入済額 収納率
町税 32 億 5,571 万円 32 億 8,416 万円 100.9％

地方交付税 41 億 8,788 万円 41 億 8,788 万円 100.0％
分担金・負担金 5,945 万円 5,009 万円 84.3％
国・県支出金 43 億 3,585 万円 26 億 9,598 万円 62.2％

繰入金 ２億　 325 万円 １億 8,959 万円 93.3％
繰越金 ７億 7,966 万円 ７億 7,966 万円 100.0％
諸収入 6 億 7,277 万円 ６億 　222 万円 89.5％
町債 13億 9,104 万円 ５億 7,974 万円 41.7％

その他 11 億 4,081 万円 11 億 1,825 万円 98.0％
合計 160億 2,642万円 134億8,757万円 84.2％

一般会計　歳入

区分 予算額 収入済額 支出済額 執行率
国民健康保険 24億 5,977 万円 22億 9,184 万円 20億 3,923 万円 82.9％

後期高齢者医療 7 億 3,445 万円 ７億 2,150 万円 ５億 7,381 万円 78.1％
墓地公園 867 万円 620 万円 515 万円 59.4％
地域開発 １億 5 ,008 万円 1,004 万円 3,802 万円 25.3％

農業集落排水 ２億 9,751 万円 １億 1,209 万円 ２億 6,891 万円 90.4％
浄化槽設置管理 1,351 万円 281 万円 1,112 万円 82.3％

水道事業 ９億 4,868 万円 ６億 3,600 万円 ６億 1,334 万円 64.7％

特別会計・水道事業会計

町有財産状況町有財産状況
財産状況

▶土地・山林　　 　 　 3,279,052 ㎡

▶建物　　　　　　 　 　  130,322 ㎡

            一般会計　  47 億 3,821 万円
▶基金

特別会計　    3 億 8,977 万円

▶有価証券　　　　    １億 2,608 万円

令和３年度予算について、令和４年３月31日時点での各会計の執行状況をお知らせします。
なお、町の令和３年度の決算は、５月末に金額が確定します。

※ R4.3.31 時点
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特
別
講
座
の
ご
案
内（
５
月
号
の
続
き
）

切り取り線

※太枠内を記入の上、教育課まで提出してください

たてやま町民カレッジ2022　特別講座受講申込書
（ふりがな）
氏　名

性別 男・女 年齢
※６月１日時点

満　　　歳

住　所

〒

電話番号 ー　　　　　ー

受講する
講座番号

受講数 計　　　講座

受付印
受講料 計　　　　円

宛先はこちら▶〒930-0292　立山町前沢2440番地　教育課生涯学習係（☎076-462-9982）まで

たてやま町民カレッジ 2022

▶申込方法（①～②のいずれか）

　①町ＨＰからオンライン予約

　②受講申込書を教育課窓口に提出（郵送可）

　※電話での申込みはできません。

　※定員を超える場合は抽選となります。

▶受講料　１講座につき300円

　　　　　（参加負担金・保険料を含む）

▶申込期限　６月24日㈮

※定員に満たない講座は、締切後も受付を継続します。

※�受講が決定次第、ご案内と受講料の支払い納付書を

発送します。（６月末に発送予定）

講座募集要項

こちらから
▼アクセス

⑭水引教室

水引の魅力を楽しく体験できる教室です。初めての方

でも参加できるような内容となりますので、お気軽に

ご参加ください。

日時　8/25㈭、9/8㈭、9/22㈭、
　　　10/13㈭、10/27㈭

　　　13：30～15：00　※全５回

場所　五百石公民館
講師　梅沢　昌枝
持参物　ペンチ、はさみ、ものさし
教材費　3,000円（講座初日に集金します）

定員６名

⑮Healthian-wood（ヘルジアンウッド）
　Blending herbal tea

ハーブに関する講義の後、オリジナルのハーブティー

を作ります。興味のある方はお気軽にご参加ください。��

日時　7/24㈰　10：30～11：30　※全１回

場所　Healthian-wood�アロマ工房

講師　Healthian-wood�スタッフ

参加費　2,000円（講座日に集金します）

定員20名

⑫【ソフトバンク】はじめての
　スマートフォン教室

スマホを持っていない方、持っているが電話くらいし

か使っていない方向けの入門講座です。

「スマホに興味はあるけど、よくわからない ...」と思っ

ている方、実際に体験してみませんか？

スマホについて知っておきたいことをご紹介します。

日時　7/19㈫　14：00～16：00　※全１回
場所　立山町元気交流ステーション　大会議室
講師　ソフトバンク　スマホアドバイザー
持参物　なし（１人１台ずつ体験機を貸出します。）
※受講者が５人に満たない場合は開催しません。

定員

20名

⑬【ソフトバンク】もっとわかる！
　スマートフォン活用教室

スマホをすでに持っていて、より使いこなしたい方向

けの基本講座です。スマホの選び方や買替時のポイン

ト、「もっと役立つ便利機能」などの内容を中心に、知っ

て得するアプリの使い方をご紹介します。

日時　7/25㈪　14：00～16：00　※全１回
場所　立山町元気交流ステーション　大会議室
講師　ソフトバンク　スマホアドバイザー
持参物　なし（１人１台ずつ体験機を貸出します。）
※受講者が５人に満たない場合は開催しません。

定員

20名
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　自宅で検温の上、受診をお願いします。同居家族で発熱や咳などの症状がある場合や体調がすぐれない場合は、

受診を控えてください。また、受診の際は、マスクの着用と手洗いなどの感染予防にご協力ください。

♦健診・検診時のご注意♦

行
こ
う
。

健
診  

検
診
。

▶がん検診の個人通知は74歳以下の方に行っていますが、通知のない方でも受診できます。

　ご希望の方は、保健センターへお申し込みください。

▶�大腸がん検診を受けられる場合は、検診日の 5日前までに、採便容器を保健センターや地区の胸部レントゲン会場

で受け取ってください。

▶�胸部レントゲン検診において、75才以上の方で検診車の乗降が困難等の理由で集団検診を受診できない方は、

　かみいち総合病院での受診が可能です。（かみいち総合病院健診センター：☎472-5136）

　（75歳以下の方は要相談）事前に予約のうえ、受診券と健康保険証を持参し、受診ください。

▶�検診結果は約１か月後に県健康増進センターから個人通知されます。また、結果は町にも通知されることをご理解いた

だき、同意の上受診ください。これは、健康管理業務での使用のためであり、他の目的で使用することはありません。

母子保健 妊娠中・子育て中の困り事などは、子育て世代包括支援センター

（☎076-463-0618）までお気軽にご相談ください。

内容 実施日 対象者 備考

パパママ教室 ６月４日㈯ 令和４年７月～９月
第１子出産予定の夫婦 ■場所

　保健センター
　(元気交流ステーション３階)
■持ち物
　母子健康手帳
　(フッ素塗布希望者は
　　　　　　　歯ブラシ・タオル)
■対象者には個別に案内しています。
　受付時間などをご確認の上受診し
　てください。

４か月児健診 ６月29日㈬ 令和４年２月生まれ

すくすく健診 ６月29日㈬ 令和３年10月生まれ

１歳６か月児健診 ６月９日㈭ 令和２年11月生まれ

むし歯予防教室 ６月15日㈬
令和２年６月生まれ

フッ素塗布３・４回目の方

３歳児健診 ６月16日㈭ 平成31年１月生まれ

成人保健
内容 実施日 受付時間 場所 備考

胸部レントゲン検診

（結核・肺がん）

６月３日㈮

9：30 ～ 10：45 大森公民館

11：05 ～ 11：35 三ツ塚新公民館

13：30 ～ 14：45 大日町公民館

15：05 ～ 15：35 半屋公民館

６月14日㈫ ９：30 ～ 10：30 高野公民館

６月17日㈮

9：30 ～ 10：00 高原公民館

10：20 ～ 10：50 上女川新公民館

11：10 ～ 11：40 金剛新公民館

13：30 ～ 14：00 下米沢公民館

14：20 ～ 14：50 町民体育館

大腸がん検診 ６月10日㈮ 8：30 ～ 9：30 町保健センター

胃・大腸・子宮・乳房
がん検診

６月９日㈭

8：30 ～ 9：30

釜ヶ渕公民館

６月19日㈰ 町保健センター

６月21日㈫ 大森公民館

６月28日㈫ 高野公民館
【インターネット予約】　
こちらからアクセス▶▶

※�転入された方で、検診を希望される場合は、

　町保健センターまでご連絡ください。

※�今年度上記の年齢になる方は、検診料は
かかりません。

【節目検診】

胃がん検診
40・45・50・53・55・58・60・65歳
子宮がん検診
20・23・25・28・30・33・35・38・40・
45・50・55・60・65歳
乳がん検診
40・43・45・48・50・55・60・65歳

※�上記年齢以外の方で、各種がん検診をご希
望の方は、集団検診をご利用ください。

【対象年齢】
結核検診 65歳以上
肺・胃・大腸・乳がん検診 40歳以上
子宮がん検診 20歳以上

【自己負担金】

胃・子宮・乳房がん検診 各500円

結核・肺がん・大腸がん検診 無料
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子育て支援情報
みんなで遊び�みんなと学ぶ

メールでのお問合せはこちら▶

問健康福祉課児童福祉係　☎076-462-9955

町内各施設で、未就園児と保護者を対象に施設を開放しています。
また、イベント時には、子育てに関する悩み相談なども行っています。

立山町出産子育て

サポートサイト

▶�青色は人数制限があるので、
事前に電話で予約・確認をお願
いします。

※入場制限あり（館内10組まで）

保健だより
からだのことを考える

メールでのお問合せはこちら▶

問保健センター　☎076-463-0618

肝炎ウイルス検診（無料）のお知らせ 定期歯科検診（無料）のお知らせ

場所 電話番号 開放日 時間 イベント開催日
のびのびひろば
（みどりの森保育園）

076-462-2248 ㈪～㈮
8：00 ～ 11：00

２日㈭、９日㈭、16日㈭
13：00 ～ 15：00

どんぐりひろば
（あおぞら保育園）

076-463-0061 ㈪～㈮ 10：00 ～ 15：00 ８日㈬、15日㈬、22日㈬

はるかぜひろば
（かがやき保育園）

076-463-4656 ㈪～㈮ 10：00 ～ 15：00 ２日㈭、16日㈭、23日㈭、30日㈭

ニコニコサークル
（高原保育園）

076-463-1430 ㈪～㈯
8：00 ～ 11：00

14日㈫、21日㈫
13：00 ～ 15：00

まちなか子育て支援室
（みらいぶ内）

076-462-9955 ㈫・㈬・㈮
10：00 ～ 12：00 24日㈮　みらいぶ☆きっず　

「歯科衛生士による虫歯予防の話」
▶オンライン予約のみ・調整あり13：00 ～ 16：00

立山子育て支援センター 076-463-0622 毎日
※
10：00 ～ 16：30 毎週�火・水・木曜日（予約制で８組まで）

▶�新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、中止になる場合も

あります。詳細については、各

施設にお問い合わせください。

▶対象者：令和５年３月末日までに40歳以上になる方

▶実施期間：６月１日㈬～令和５年２月28日㈫

▶実施機関：町内医療機関（要予約）

※�過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方が対象

です。

※対象者には受診券を送付します。

※�立山町国民健康保険にご加入の方は特定健診と合わせ

て受診してください。

▶対象者：�令和５年３月末日までに40・50・60・70歳

になる方

▶実施期間：６月１日㈬～令和５年２月28日㈫

▶実施機関：町内歯科医院（要予約）

※�受診の際は定期歯科検診受診券と健康保険証を持参

してください。

※�定期歯科検診受診券がお手元にない場合は保健セン

ターまでご連絡ください。

場所 電話番号 開催日 時間

岩峅保育所 076-483-1451 ９日㈭「にこにこ広場」 10：00 ～ 11：00

下段保育所 076-463-1845 ８日㈬「にこにこ広場」（３組まで）10：00 ～ 11：00

認定こども園�
むつみ幼稚園 076-462-1570 17日㈮「にこにこキッズルーム」 10：00 ～ 11：00

ひとこと介護予防
毎日を元気に暮らすために

メールでのお問合せはこちら▶

問町地域包括支援センター　☎076-462-9088
（元気交流ステーション３階）

地域包括支援センター出前講座を行います！
　介護予防の輪を地域で広めるため、
感染対策に取り組みながら、各種出前
講座を行います。興味のある団体は、
開催日の２カ月前までにお申し込みく
ださい。

　10人以上の団体
　（町内在住またはお勤めの方）

▶対象

　①まめまめラジオ体操
　②認知症サポーター養成講座
　③要介護要支援認定の受け方と介護サービス

▶内容

　１時間程度（平日のみ）

▶開催時間

※�会場の確保、参加者への案内、講座の進行などは各団体
でお願いします。また、新型コロナウイルス感染症拡大
状況によっては、中止または延期となる場合があります。
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男女共同参画推進条例
男女共同参画社会の実現に向けて、町民の皆さまと共に目指すスタートをきりました！

※令和３年12月
　町議会議員提出議案として可決

戸別受信機を無償貸与します
防災行政無線が聞こえづらい方へ

問総務課行政係／☎076-462-9965

問総務課行政係／☎076-462-9965

　避難情報や防災情報、

熊の目撃情報などの注意

喚起をする町の放送で

す。屋外スピーカーを通

して放送しています。

■防災行政無線とは ■戸別受信機とは
　防災行政無線で放送され

ている内容を受信すること

ができる小型のスピーカー

です。豪雨や暴風などの天

候に左右され

ず、自宅で放

送を聞くこと

ができます。

　戸別受信機の無償貸与を希望される方は、借用申請

書と誓約書（スマートフォンやパソコンを所有してい

ないことの誓約）を提出いただきます。

詳細については、総務課行政係（役場２階）までお気

軽にお問合せください。

申請手続きについて

　町では、高齢者世帯など、災害時などにおいて情報

を収集することが困難な方を支援するために、自宅で

防災行政無線の放送を聞くことができる戸別受信機

を、希望者に無償でお貸しします。

戸別受信機の無償貸与について

①75歳以上のみの世帯

②身体障害者等のみの世帯

③75歳以上と身体障害者等のみの世帯
※身体障害者等に含まれる方

�▶身体障害者手帳（１級または２級）を所持している方

�▶精神障害者保健福祉手帳（１級または２級）を所持している方

�▶療育手帳の重度（Ａ）の判定を受けている方

�▶要介護認定３～５の判定を受けている方

対象世帯

防災無線の最新の放送内容は電話（076-462-0097・076-462-0098）で確認することができ、
「たてやまスマート情報システム」でも情報を発信しています

町内在住者でスマートフォン・パソコンを所有していない
下記①～③のいずれかの世帯

▶防災や災害時の対応における配慮

▶ドメスティック・バイオレンスの防止

令和４年度は各地区より21名を選出しました。

＜スローガン＞
　意識をカイカク。
　男女でサンカク。
　社会をヘンカク。

人権尊重1
個人の尊厳を大切にし、性別などによって
差別されることなく個人の能力を発揮でき
る機会の確保

ワークライフバランス4
仕事、家庭、地域及び個人生活における様々な
活動にやりがいや生きがい、充実感ある調和の
とれた生活

性別等への理解5
妊娠や出産など、性と生殖に関する個人の意思
を尊重し、生涯、安全に健康で生活できる

性別による固定的役割分担意識の解消2
これまでの社会の制度や慣行のあり方を見直
し、個人の活動が性別により制限されることな
く互いに様々な活動ができる

家庭・職場・学校・地域社会の対等な構成員3
家庭・職場・学校・地域社会のあらゆる分野
での方針・発案・決定に共同参画できる機会
の確保

国際社会の取り組み6
男女共同参画の推進は、国際的な協調として行
われ、求められています

基本的な考え方

立山町男女共同参画推進員連絡協議会
♦町独自の項目♦



立山図書館からのお知らせ

It's A Fine Day For Reading

読書の扉

６月の新着図書紹介

「脳呼吸」が整えばうつは改善する

著／宮野博隆【幻冬舎】

脳脊髄液をつくり全身に巡らす「脳呼吸」

で心と体がたちまち軽くなる！

マスカレード・ゲーム

著／東野圭吾　【集英社】

今こそ仮面を外す時―。

「マスカレード」シリーズ総決算！

１日１分見るだけで記憶力がよくなる

すごい写真

著／吉野邦昭【ＳＢクリエイティブ】

科学的に証明された記憶力回復法です！

認知症の予防や脳トレにも！

★児童書★　　

あかちゃんがきた！

作／サトシン　絵／松本春野【アリス館】

初めてお兄ちゃんになった喜びや戸惑い

を描く幸せあふれる絵本。

イベント情報

問立山図書館
（元気交流ステーション1階）
☎076-463-0634　ＨＰはこちら▶

「おはなし会」

●日時　６月18日㈯　午前10時半～

●場所　図書館２階　絵本室

●内容　一緒に絵本やおはなしを楽しみましょう。

13

※�新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、
イベントを中止することがあります。その場合は、
立山図書館ホームページなどでお知らせします。

についてのお知らせ

　児童手当法の一部改正に伴い、令和４年10月支給

分（６～９月分）から、児童を養育している方の所得が

所得制限上限額以上の場合、児童手当などは支給され

ません。詳しくは町ホームページをご覧ください。

●�所得が基準額以上の世帯は、特例給付
が受けられなくなります

　令和４年度から、児童の養育状況が変わっていな

ければ、現況届の提出は不要となります。

　ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。例

年どおり現況届を送付しますので、６月１日以降に

提出をお願いします。

①�離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方（離婚協

議中、離婚済み若しくは、離婚協議を取りやめたか

を町において把握できていない方も対象です。）

②�配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際

の居住地と異なる方

③支給要件児童の住民票がない方

④�法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

⑤その他状況を確認する必要がある方

●現況届の提出が原則不要になります

問住民課医療保険係
☎076-462-9956

問健康福祉課社会福祉係／☎076-462-9954

「地域福祉推進の担い手」

に名称を変更しました。

地域福祉推進員
　これまで高齢者の安否確認や孤独感解消に向けた訪

問などを主活動としてきた高齢福祉推進員について、

少子高齢化の進展や社会情勢の変化に伴い、令和４年

４月より名称を地域福祉推進員に変更し、その訪問対

象者を、障害を有する方やひとり親世帯、子育て世代

などにも拡充しました。

　現在、町から委嘱された158名の地域福祉推進員が、

地区の民生・児童委員や町、その他福祉関係者と連携

し、地域の実情に応じて活動しています。

児童手当

♦新図書館長からのご挨拶♦
　立山図書館には、約13万冊の蔵書があります。皆さま

が出会えてよかったと思える本が見つかるはずです。また、

読書通帳を作ることで、自身の読書歴を辿
たど

ることもできま

す。今後も図書や資料の充実に努め、当館を一層活用して

いただけるよう取り組んでいきたいと思います。よろしく

お願いします。　　　　　　　立山図書館長　津田利恵子
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募
集

暮らしの情報

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

●
募
集
期
間
　

　
６
月
１
日
㈬
～
10
日
㈮

●
募
集
施
設
（
町
営
住
宅
）　

　
▽
釜
ヶ
渕
住
宅 

　
　

１
Ｌ
Ｄ
Ｋ
／
１
戸

　
　
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
／
８
戸

住
ま
い
に
お
困
り
の
方

町
営
住
宅
は
い
か
が
で
す
か

問
建
設
課
建
築
住
宅
係

☎
０
７
６
・
４
６
２
・
９
９
７
５

　
園
内
で
採
取
し
た
梅
を
使
っ
て

「
う
め
ジ
ャ
ム
」を
作
っ
て
み
ま

せ
ん
か
？

●
開
催
日
時

　
６
月
18
日
㈯　
９
時
～
11
時
半

●
定
員　

10
名

●
参
加
費　

２
０
０
円

※
電
話
に
よ
る
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

う
め
ジ
ャ
ム
作
り
教
室
の

開
催
に
つ
い
て

問
常
願
寺
川
公
園
管
理
事
務
所

☎
０
７
６
・
４
６
３
・
２
０
３
４

●
勤
務
内
容

　
小
学
校
１
年
生
か
ら
３
年
生
ま

で
の
児
童
を
お
預
か
り
し
、
本
の

読
み
聞
か
せ
・
軽
運
動
な
ど
の
サ

ポ
ー
ト
が
主
な
業
務
で
す
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

支
援
員
を
募
集

問
立
山
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
６
・
４
６
３
・
０
６
２
２

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　

米
沢
の
町
有
地
を
一
般
競
争

入
札
で
売
却
し
ま
す
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
町
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

●
物
件

　
米
沢
字
島
田
割
21
番
1
外
１
筆

●
面
積　
４
１
８・３
㎡

●
申
込
期
間

　
６
月
１
日
㈬
～
６
月
15
日
㈬

●
入
札
日
時

　
６
月
21
日
㈫　
10
時

町
有
地
を
売
却
し
ま
す

問
総
務
課
管
財
係

☎
０
７
６
・
４
６
２
・
９
９
６
７

　
町
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
の
登

録
を
目
指
す
商
品
の
開
発
ま
た
は

登
録
済
み
商
品
の
改
良
に
要
す
る

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

●
対
象
者

　
①
立
山
ブ
ラ
ン
ド
認
定
品
取
扱

者
、
②
立
山
町
ふ
る
さ
と
納
税
返

礼
品
提
供
事
業
者
、
③
町
内
で
農

産
物
を
生
産
す
る
農
業
法
人
、
④

立
山
町
特
産
品
協
会
加
盟
事
業
者

●
募
集
期
間

　
６
月
10
日
㈮
ま
で

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
Ｈ
Ｐ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

立
山
町
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼

品
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
等
支

援
事
業
補
助
金
の
申
請
募
集

問
商
工
観
光
課
商
工
労
働
係

☎
０
７
６
・
４
６
２
・
９
９
７
０

▼町ＨＰ

●
雇
用
期
間
　

　
採
用
日
～
令
和
５
年
３
月
31
日

※
更
新
の
可
能
性
あ
り
。

●
選
考
方
法　
面
接
試
験

●
応
募
方
法　

　
履
歴
カ
ー
ド
（
町
様
式
）
ま
た

は
履
歴
書
（
任
意
）
に
写
真
を
添

付
し
、
郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

※
募
集
職
種
や
勤
務
条
件
な
ど
は

町
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

会
計
年
度
任
用
職
員
を

募
集
し
ま
す

問
総
務
課
人
事
係

☎
０
７
６
・
４
６
２
・
９
９
６
４

▼町ＨＰ

　
▽
芦
峅
寺
住
宅

　
　
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
／
１
戸

●
募
集
施
設（
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
）

　
▽
釜
ヶ
渕
住
宅
５
号
棟

　
　
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
／
６
戸

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
で
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
建
設
課
窓

口
、町
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
助
成
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

▽
中
・
高
校
生
へ
の
地
鉄
定
期
券

　
購
入
費
用
を
助
成

　
対
象
／
釜
ヶ
渕
町
営
住
宅

　
　
　
　
芦
峅
寺
町
営
住
宅

　
　
　
　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

▽ 

高
校
生
以
下
の
子
ど
も
が
い
る

　
世
帯
の
家
賃
を
減
額

　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅（
40
％
）

　
町
営
住
宅（
10
％
）　

▽
新
婚
・
子
育
て
世
帯
の
新
規
入

居
者
に
た
て
ポ（
最
大
48
万
ポ
イ

ン
ト
）を
付
与　

▼町ＨＰ

●
勤
務
場
所　

　
立
山
北
部
小
学
校
、
立
山
中
央

小
学
校
、
利
田
小
学
校
の
い
ず
れ

か
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

●
勤
務
時
間　

　
▽
平
日　
14
時
～
18
時
半

　
▽
夏
休
み
な
ど
学
校
休
業
日

　
　
①
７
時
半
～
12
時
半

　
　
②
12
時
半
～
18
時
半

※
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
開
催
日
時　

６
月
８
日
㈬　

　
９
時
20
分
～
11
時
半

●
定
員　

15
名
（
先
着
順
）

●
参
加
費　

３
０
０
円

●
集
合
場
所　

美
女
平
駅
前

●
申
込
方
法

　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ま
た

は
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
内
容

　
ジ
オ
パ
ー
ク
内
を
散
歩
し
な
が

ら
、
台
地
と
人
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
説
明
を
聞
き
ま
す
。

ジ
オ
パ
ー
ク
散
歩
の
開
催
に

つ
い
て

問
（
一
社
）立
山
黒
部
ジ
オ
パ
ー
ク
協
会

☎
０
７
６
・
４
３
１
・
２
０
８
９

　
次
の
地
区
で
町
政
懇
談
会
を
開

催
し
、
町
長
を
は
じ
め
町
当
局
と

の
意
見
交
換
な
ど
を
行
い
ま
す
。

▽
五
百
石
地
区

　
日
時
／
６
月
21
日
㈫
19
～
20
時

　
場
所
／
五
百
石
公
民
館

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、
変
更
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

令
和
４
年
度
町
政
懇
談
会
の

開
催
に
つ
い
て

問
企
画
政
策
課
企
画
広
報
係

☎
０
７
６
・
４
６
２
・
９
９
６
８
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暮らしの情報

　

健
診（
検
診
）
を
受
け
、
健
康

づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
方
へ
、
た

て
ポ
を
付
与
し
ま
す
。

●
対
象
者

　
立
山
町
在
住
で
40
歳
以
上
の
方

●
付
与
期
間

　
９
月
～
令
和
５
年
２
月
末

●
付
与
ポ
イ
ン
ト
（
た
て
ポ
）　

　

５
０
０
ポ
イ
ン
ト

●
参
加
方
法

　
①
保
健
セ
ン
タ
ー
や
公
民
館
な

　
ど
で
参
加
用
紙
を
受
け
取
る
。

　

②
健
診（
検
診
）
を
受
け
て
設

　
定
し
た
目
標
に
向
け
て
健
康
づ

　
く
り
を
す
る
。

　
③
条
件
を
達
成
し
た
ら
、
参
加

　
用
紙
と
た
て
ポ
カ
ー
ド
を
保
健

　
セ
ン
タ
ー
に
持
参
し
て
、
ポ
イ

　
ン
ト
を
取
得
す
る
。

ら
い
じ
ぃ
健
康
づ
く
り

ポ
イ
ン
ト
２
０
２
２

問
町
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
６
・
４
６
３
・
０
６
１
８

　
６
月
４
日
～
10
日
は
「
歯
と
口

の
健
康
週
間
」
で
す
。

　
こ
の
機
会
に
歯
科
検
診
の
受
診

は
い
か
が
で
す
か
？　

「
い
た
だ
き
ま
す�

人
生

１
０
０
年�

歯
と
共
に
」

問
町
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
６
・
４
６
３
・
０
６
１
８

　
立
山
町
環
境
保
健
衛
生
協
会
総

会
に
お
い
て
、
長
年
、
町
の
環
境

保
全
活
動
と
公
衆
衛
生
に
貢
献
さ

れ
た
次
の
方
が
会
長
よ
り
表
彰
さ

れ
ま
し
た
。

▽
奥
村　
文
男（
新
川
地
区
）

※
令
和
４
年
４
月
21
日
表
彰

立
山
町
環
境
保
健
衛
生
協
会

個
人
表
彰
に
つ
い
て

問
立
山
町
環
境
保
健
衛
生
協
会

☎
０
７
６
・
４
６
３
・
６
６
１
２

ひ
と
り
で
悩
ま
ず

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

問
健
康
福
祉
課
障
害
福
祉
係

☎
０
７
６
・
４
６
２
・
９
９
５
７

●
い
の
ち
の
電
話　

　
毎
日　
10
時
～
22
時

　

☎
０
５
７
０
・
７
８
３
・
５
５
６

　
毎
日　
16
時
～
21
時

　
☎
０
１
２
０
・
７
８
３
・
５
５
６

●
よ
り
そ
い
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
毎
日　
24
時
間　

　
☎
０
１
２
０
・
２
７
９
・
３
３
８

●
こ
こ
ろ
の
電
話

　
平
日　
9
時
半
～
17
時

　
☎
０
７
６
・
４
２
８
・
０
６
０
６

●
富
山
県
心
の
健
康
セ
ン
タ
ー　

　
平
日　
８
時
半
～
17
時

　
☎
０
７
６
・
４
２
８
・
１
５
１
１

●
富
山
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　
毎
日　
16
時
～
23
時

　

☎
０
７
６
・
４
９
２
・
６
６
３
５

●
Ｓ
Ｎ
Ｓ
「
生
き
づ
ら
び
っ
と
」

　

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
「@

yorisoi-chat

」

　
中
新
川
広
域
行
政
事
務
組
合
の

下
水
道
使
用
料
金
は
、
金
融
機
関

の
窓
口
、
口
座
振
替
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
支
払
い
が
で
き

ま
す
が
、
令
和
４
年
４
月
か
ら
Ｐ

ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
で
も
支
払
い
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

中
新
川
公
共
下
水
道
の
使
用

料
金
の
支
払
方
法
に
つ
い
て

問
中
新
川
広
域
行
政
事
務
組
合

☎
０
７
６
・
４
６
４
・
１
３
１
５

　
厚
生
労
働
省
で
は
、
多
く
の
新

入
学
生
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
る

４
～
７
月
に
、
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の

た
め
の
労
働
条
件
の
確
認
を
目
的

と
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し

て
い
ま
す
。

 

① 

ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
る
前
に

メ
ー
ル
や
書
面
で
労
働
条
件
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

 

② 

シ
フ
ト
の
設
定
は
学
業
と
ア
ル

バ
イ
ト
の
両
立
に
配
慮
し
ま

し
ょ
う
。

 

③ 

ア
ル
バ
イ
ト
の
人
に
商
品
を
強

制
的
に
購
入
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

ア
ル
バ
イ
ト
の
労
働
条
件
を

確
か
め
よ
う

問
魚
津
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
７
６
５
・
２
２
・
０
５
７
９

　

地
域
の
活
力
増
進
に
つ
な
が

る
活
動
を
自
主
的
に
行
う
団
体

に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

●
補
助
金
額　
20
万
円（
上
限
）

●
募
集
期
間　
６
月
30
日
㈭
ま
で

●
対
象
団
体　

　
地
区
、
自
治
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、各
種
協
議
会
、

商
工
会
議
所
な
ど

●
対
象
経
費

　
消
耗
品
、
燃
料
費
、
通
信
運
搬

費
、
使
用
料
、
賃
借
料
な
ど

●
応
募
条
件
（
次
の
テ
ー
マ
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
）

　
▽
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り

　
▽
歴
史
・
伝
統
・
文
化
を
活
か

　
　
し
た
ま
ち
づ
く
り

　
▽
と
も
に
支
え
あ
う
ま
ち
づ
く
り

　
▽
夢
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

●
交
付
団
体
数　
２
団
体
程
度

●
応
募
方
法

　
申
請
書
を
企
画
政
策
課
ま
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
企

画
政
策
課
窓
口
ま
た
は
町
Ｈ
Ｐ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

地
域
づ
く
り
支
援
事
業

補
助
金

問
企
画
政
策
課
地
域
振
興
係

☎
０
７
６
・
４
６
２
・
９
９
８
０

　

精
神
保
健
福
祉
士
な
ど
が
心
に
悩

み
を
抱
え
た
方
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
日
時　
７
月
15
日
㈮

　
10
月
21
日
㈮　
１
月
20
日
㈮

※
時
間
は
全
て
13
時
半
～
16
時

●
場
所　
み
ら
い
ぶ　
３
階

こ
こ
ろ
の
安
心
相
談
会
が

開
催
さ
れ
ま
す

問
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
自
然
房

☎
０
７
６
・
４
７
３
・
１
６
４
４

●
対
象
者　
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
在
宅
で
常
時
お
む
つ
が
必

要
な
方

　
▽
要
介
護
３・４・５
の
認
定
者

　
▽
下
肢
・
体
幹
で
身
体
障
害
者

　
手
帳
１
種
１
級
を
お
持
ち
の
方

●
助
成
額　

　
▽
２
０
０
０
円
／
月

　
要
介
護
３
、身
体
障
害
の
あ
る
方

　

▽
４
０
０
０
円
／
月

　
要
介
護
４・５
の
方

●
申
請
方
法

　
介
護
保
険
被
保
険
者
証
ま
た
は

身
体
障
害
者
手
帳
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

お
む
つ
購
入
助
成
券
を

交
付
し
て
い
ま
す

問
健
康
福
祉
課
介
護
予
防
係

☎
０
７
６
・
４
６
２
・
９
９
５
８
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４月の町内犯罪発生状況

【本紙の感想やご意見をお聞かせください】メールアドレス：ko-ho-@town.tateyama.toyama.jp　立山町企画政策課企画広報係（広報担当：松本�雄樹）

防災行政無線の放送内容はこちらで確認できます
▶076-462-0097�または�076-462-0098

●６月の延長窓口（18時半まで）
　６日、13日、20日、27日
▷税務課／町税などの収納、町
税に関する証明書交付
▷住民課／戸籍、住民票、印鑑
登録の証明交付、マイナンバー
カード交付、医療費に関すること
●６月のマイナンバーカード日曜窓口
　26日　９時～11時
※要予約（☎076-462-9962）
※オンライン予約も可能です

町の人口と世帯の動き
単位：
人・世帯

５月１日
時点 前月比 前年同月比

人口 24,967 －54 －381

男性 12,042 －31 －167

女性 12,925 －23 －214

世帯数 9,498 ＋2 －40

出生９人・転入46人

死亡28人・転出81人

相談内容 相談日 時間 相談会場 問い合わせ

年金相談（要予約）
２日㈭
【７月は７日㈭】

10時～15時
※受付は14時半まで

町元気交流ステーション
魚津年金事務所
☎0765-24-5153
（音声ガイダンス①→②）

消費生活相談 毎週㈪、㈬、㈮ ９時～16時 消費生活相談所
（役場１階住民課内）

消費生活相談所
☎076-462-9915

ふくしなんでも相談カフェ 16日㈭ 13時半～15時半 ウエルシア富山立山店
（ウエルカフェコーナー）

町社会福祉協議会
☎076-463-5856

心配ごと相談 毎週㈭ 13時半～15時半

町社会福祉協議会
（町元気交流ステーション）

出
で

逢
あ

い応援相談
（要予約）

14日㈫、28日㈫ 18時～20時
23日㈭ 13時半～15時半
２日㈭、16日㈭ 18時～20時
４日㈯、18日㈯ 10時～12時

法律相談（要予約）
２日㈭
【７月は７日㈭】

13時半～15時半

行政相談 ９日㈭ 13時半～15時半
人権相談 15日㈬ 13時～16時
生活・就労相談 15日㈬ 10時～11時半

心の健康相談（要予約） ８日㈬ 13時半～15時半 県中部厚生センター 地域保健班
☎076-472-0637

窃盗：９件

【６月の介護保険料】　※65歳以上の方
●特別徴収　第２期
●普通徴収　なし

問中新川広域行政事務組合�☎076-464-1316

▼登録はこちら

登録者数
（R４.５.24現在）

たてやまスマート
情報システム

ＬＩＮＥ 4,481人

Twitter 4,159人

メール 457人

【６月の納税】納期限：６月30日㈭
●町県民税（１期）

問税務課収納管理係�☎076-462-9951

※町県民税の納税通知書は６月中旬に発送予定です。

※納税は口座振替が便利です。

※�納期限内であればコンビニエンスストアやスマート

フォン決済（LINE�Pay、PayPay）でも納付できます。

まちで輝くひと

　４月28日、地域おこし協力隊と地域活性化

起業人の活動報告会が役場で行われました。報

告会には、舟橋町長をはじめ、町議会議員や関

係者らが出席しました。

　隊員たちは、自身のこれまでの活動内容を紹

介するとともに、今後の展望などについても熱

く語りました。

1大木拓郎さん　2鈴木由香利さん　3鈴木理愛さん

1 2

3　５月20日、移住者懇談会が役場で開催され

ました。今回は、実際に町に移住した方々が舟

橋町長と懇談する形で、自身が町で生活する中

で感じていることをはじめ、町の活性化のため

の課題やその解決策などについて、自由で活発

な意見交換が行われました。　


